
令和８年度指導監査の重点事項 

 

  令和８年度の指導監査における重点事項は、社会福祉法人及び社会福祉施設等の各所管課

から特に確認が必要として要望のあった事項、全国主管課長会議等における留意事項、前年

度の重点事項における遵守状況等を踏まえ、以下のとおり定める。 

(1) 社会福祉法人 法令遵守と適正な運営の確保（６項目） 

ア 適正な法人運営体制の確保（４項目） 

① 理事、監事及び評議員の選任手続は適正に行われているか。 

② 理事会・評議員会の開催手続、開催時期、議事録の記載内容及び保存が適正になさ

れているか。また、利益相反取引を行っている場合、その内容及び手続は適正である

か。 

③ 現況報告書が正しく作成されているか。また、地域における公益的な取組を実施し

ている場合は漏れなく記載しているか。 

④ 定款の内容や役員報酬等の基準・支給実績等、法令に定める事項をインターネット

で公表しているか。 

イ 適正な事業経営・会計処理（２項目） 

① 必要な計算書類、附属明細書及び財産目録が正しく作成されているか。また、計算

書類及び財産目録に関して、理事会及び評議員会に提供し承認を受けているか。 

② 法人外への資金流出を行っていないか。 

(2) 社会福祉施設等 利用者視点に立ったサービス提供への取組（８項目） 

ア 利用者の安心・安全の確保（４項目） 

 ① 利用者の処遇に係る計画を適切に作成しているか。（児童福祉施設等のみ） 

② 非常災害に対する備え（災害の種類や立地環境に応じた計画の作成、避難訓練の実

施と報告等）が適切に行われているか。（新規施設のみ） 

  また、発生時への備え（業務継続計画に基づく研修・訓練の実施）が講じられてい

るか。（入所施設・新規施設のみ） 

③ 感染症予防対策（委員会の設置や研修の実施等）が取られているか。また、発生時

への備え（業務継続計画に基づく研修・訓練の実施）が講じられているか。（入所施

設・新規施設のみ） 

④ 事故防止対策や発生時の対応（利用者家族や所管課への報告等）が適切に行われて

いるか。 

イ 虐待の防止（１項目） 

① 虐待の未然防止や早期発見に努めているか。また、虐待の防止に向けた取組（委員

会の設置や研修の実施等）をしているか。 

ウ 必要な職員の確保と職員処遇の充実（２項目） 

① 配置基準に基づく必要な職員が配置されているか。 

② 保育所においては、給与や各種手当は給与規程等の規定に基づき支給されているか。 

エ 適正な会計処理（１項目） 

① 運営費・委託費の弾力運用の要件を満たしているか。（該当施設のみ） 

また、資金移動に係る経理処理が、通知に基づき適正に行われているか。 


